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市
は
、
介
護
施
設
入
所
の
要
望

に
応
え
る
た
め
、
地
域
密
着
型

（
※
）の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
と
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、

公
募
に
よ
り
施
設
の
整
備
・
運
営

を
行
う
法
人
を
決
定
し
ま
し
た
。

各
施
設
の
整
備
状
況
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
地
域
密
着
型
と
は
、
高
齢
者
が

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
っ

て
も
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た

自
宅
や
地
域
で
生
活
で
き
る
よ
う

に
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
入
所
者

は
、
市
内
の
人
に
限
ら
れ
ま
す
。

◉
　

入
居
定
員
が
29
人
以
下
の
施
設

で
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
な
ど

の
介
護
、
機
能
訓
練
お
よ
び
療
養

上
の
世
話
を
し
ま
す
。
高
齢
者
が

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
め
る
よ

う
に
援
助
し
ま
す
。市

内
に
住
所
が

あ
り
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人（
要
介
護
１
〜
５
）

◉
　

入
居
定
員
が
５
〜
９
人
以
下
の

共
同
生
活
住
居
で
、
家
庭
的
な
環

境
と
地
域
住
民
と
の
交
流
の
下
、

入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
な
ど
の
介

護
や
機
能
訓
練
を
し
ま
す
。
認
知

症
の
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生

活
を
営
め
る
よ
う
に
援
助
し
ま

す
。

市
内
に
住
所
が

あ
り
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
（
要
支
援
２
、要
介
護
１
〜
５
）施

設
の
入
所
や
職
員
募
集
に
関
し
て

は
、
各
施
設
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

市
は
、介
護
職
員
の
人
材
確
保

や
資
格
取
得
に
よ
る
資
質
向
上
の

た
め
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

❶

介
護
職
員
初
任
者

研
修
、
介
護
職
員
実
務
者
研
修

▼
市
内
に
住
所
が
あ

り
、
研
修
修
了
後
６
カ
月
以
内
に

市
内
介
護
事
業
所
に
就
労
を
希
望

す
る
人
▼
市
内
事
業
所
に
３
カ
月

以
上
従
事
し
て
い
る
人
▼
介
護
予

防
事
業
へ
の
参
画
希
望
者

受
講
料
お
よ
び
テ
キ

ス
ト
代
の
２
分
の
１（
５
万
円
を

限
度
）

❷

❶
の
助
成
金
の
交
付

を
受
け
、
研
修
終
了
後
６
カ
月
以

内
に
市
内
事
業
所
に
就
労
し
た
人

５
万
円福

祉
事
務
所
長

寿
介
護
課（
長
寿
社
会
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

　

県
や
市
町
村
が
、
税
金
な
ど
の

滞
納
者
か
ら
差
し
押
さ
え
た
動
産

を
売
却
し
ま
す
。
入
場
は
無
料
。

11
月
12
日（
土
）

午
前
９
時
〜
正
午

登
米
市
迫
体

育
館（
上
履
き
持
参
）

購
入
代
金
、

印
鑑
、
身
分
証
明
書
、
代
理
で
入

札
す
る
場
合
は
委
任
状

宮
城
県
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
６

地
方
税
徴
収
対
策
室

☎
０
２
２（
２
１
１
）６
６
８
１

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
本
校
の
教
育

活
動
を
公
開
し
ま
す
。

11
月
７
日（
月
）〜
11
日

（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
３
時
20
分

宮
城
県
登
米
総

合
産
業
高
等
高
校（
熱
海
、
青
木
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）４
６
６
６

◉
　

犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
を
飼
う

こ
と
は
、
動
物
の
命
を
預
か
る
こ

と
で
あ
り
、
非
常
に
大
き
な
責

任
を
伴
い
ま
す
。
飼
い
主
に
は
、

ペ
ッ
ト
が
命
を
終
え
る
ま
で
適
切

に
飼
う
責
任
が
あ
り
ま
す
。
飼
い

主
と
し
て
の
責
任
を
十
分
に
自
覚

し
、
愛
情
を
持
っ
て
正
し
く
飼
い

ま
し
ょ
う
。

◉
　

放
し
飼
い
は
、
迷
子
や
事
故
の

原
因
に
な
り
ま
す
。
放
し
飼
い
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

鳴
き
声
や
悪
臭
な
ど
で
ご
近
所
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

◉
　

散
歩
中
に
フ
ン
を
し
た
時
は
、

飼
い
主
が
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
に
入

れ
て
持
ち
帰
り
、
責
任
を
持
っ
て

後
始
末
を
し
ま
し
ょ
う
。

市
民
生
活
部
環

境
課（
生
活
環
境
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
３

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
健
康
保

険
や
厚
生
年
金
な
ど
を
納
め
た
場

合
と
同
様
に
、
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ

ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平

成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納

め
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去

の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料

も
含
ま
れ
ま
す
。
自
身
の
保
険
料

だ
け
で
は
な
く
、
家
族
の
分
も
支

払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
も
合
わ

せ
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
中
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
す
る
た
め
に
は
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
に
、
領
収
証

書
な
ど
の
支
払
い
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
28
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
納

付
し
た
人
に
は
、
11
月
上
旬
に
日

本
年
金
機
構
か
ら「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。
申
告
書

提
出
の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書

か
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い（
平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
は
じ

め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た

場
合
は
、
翌
年
の
２
月
上
旬
に
送

付
さ
れ
ま
す
）。

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の

事
故
な
ど
、
万
一
の
と
き
に
も
心

強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。
保

険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
き

ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年
金

医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５
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